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お知らせ
知
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
会
議

　

平
成
26
年
度
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
会
議
を
、
次
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
の
で
、
利
用
さ
れ
る

団
体
の
責
任
者
は
必
ず
出
席
し
て
く

だ
さ
い
。

※
昼
間
・
夜
間
定
期
練
習
、
各
大
会

行
事
日
程
の
調
整
を
一
度
に
行
い

ま
す
。

◇
日
時　

２
月
28
日（
金
）

　
　
　
　

午
後
７
時
か
ら

◇
場
所
・
問
合
せ
先

　

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

　

☎
52
‐
３
８
３
２

田
布
施
歌
謡
同
好
会

第
11
回
親
睦
発
表
会

催  し
催

◇
日
時

　

２
月
16
日（
日
）

　

午
後
１
時
か
ら

◇
場
所

　

西
田
布
施
公
民
館

◇
問
合
せ
先

　

田
布
施
歌
謡
同
好
会（
時
森
）

　

☎
52
‐
１
３
４
３

下
水
道
排
水
設
備

指
定
工
事
店
を
募
集

募  集
募

　

平
成
26
年
度
に
お
け
る
新
規
登

録
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
資

格
要
件
を
確
認
の
上
、
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

◇
資
格
要
件

・
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
が
１

人
以
上
専
属
し
て
い
る
こ
と

（
排
水
設
備
工
事
責
任
技
術
者
…

日
本
下
水
道
協
会
山
口
県
支
部

が
実
施
す
る
責
任
技
術
者
認
定

試
験
に
合
格
し
、
県
支
部
に
登

録
し
た
人
）

・
工
事
の
施
工
に
必
要
な
設
備
お
よ

び
器
材
を
有
し
て
い
る
こ
と

・
山
口
県
内
に
営
業
所
が
あ
る
こ
と

・
市
町
税
の
滞
納
が
な
い
こ
と

・
代
表
者
ま
た
は
役
員
が
、
成
年
被

後
見
人
、
被
保
佐
人
ま
た
は
破
産

者
で
な
い
こ
と
等

◇
申
請
方
法

　

建
設
課
下
水
道
管
理
係
備
え
付
け

の
申
請
書
類
に
記
入
押
印
の
上
、

責
任
技
術
者
証
の
写
し
等
の
必
要

書
類
を
添
付
し
、
提
出
す
る

◇
手
数
料

・
新
規
登
録
申
請　

５
０
０
０
円

ご
み
出
し
は

　

８
時
30
分
ま
で
に

お知らせ
知

　

ゴ
ミ
は
必
ず
収
集
日
当
日
の
８
時
30

分
ま
で
に
出
す
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

※
収
集
が
終
わ
っ
た
後
に
出
さ
れ
た
ご

み
は
回
収
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
次
回

の
収
集
日
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先

・
町
民
福
祉
課　

環
境
係

　

☎
52
‐
５
８
１
０

・
熊
南
総
合
事
務
組
合

　

☎
57
‐
０
５
３
０

○
家
族
の
健
康
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
ょ
う

○
家
族
で
お
互
い
の
目
標
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
し
ょ
う

　
　
　
　
　

田
布
施
町
青
少
年
健
全
育
成
町
民
会
議

　
　
　
　
　
（
社
会
教
育
課
内　

☎
52
‐
５
８
１
３
）

◇
受
付
期
間

　

２
月
３
日（
月
）～
28
日（
金
）

◇
申
請
・
問
合
せ
先

　

建
設
課　

下
水
道
管
理
係

　

☎
52
‐
５
８
１
７

  NO.914

　
　

２
月
９
日（
日
）
は
、
家
庭
充
実
の
日

２
月
は「
寒
さ
に
打
ち
克
つ
運
動
の
月
」
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  『
投
票
で
き
る
人
』

　

田
布
施
町
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
人

（
平
成
６
年
２
月
24
日
以
前
に
生
ま

れ
た
日
本
国
民
で
、
転
入
の
場
合

は
平
成
25
年
11
月
５
日
ま
で
に
転

入
届
を
し
、
引
き
続
き
平
成
26
年

２
月
５
日
ま
で
田
布
施
町
の
住
民

基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
人
）

※
田
布
施
町
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録

さ
れ
て
い
る
人
で
、
県
内
の
他
の

市
町
に
転
出
し
、
引
き
続
き
そ
の

市
町
に
住
所
を
有
す
る
人
は
、
田

布
施
町
で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
そ
の
際
、「
引
き
続
き
山

口
県
内
に
住
所
を
有
す
る
旨
の
証

明
書
」
ま
た
は
「
住
民
票
の
写
し
」

等
が
必
要
で
す
。

  『
投
票
所
』

　

入
場
券
に
記
載
し
て
あ
る
投
票
所

（
上
表
）
で
投
票
し
て
く
だ
さ
い
。

  『
投
票
の
方
法
』

　

山
口
県
知
事
選
挙
は
、
候
補
者
の

氏
名
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

  『
点
字
投
票
』

　

目
の
不
自
由
な
人
は
、
点
字
に

よ
っ
て
投
票
が
で
き
ま
す
の
で
、
投

票
所
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

  『
期
日
前
投
票
』

■
期　
　

間　

２
月
７
日（
金
）～

　

２
月
22
日（
土
）

■
投
票
時
間　

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時

■
投
票
場
所　

　

田
布
施
町
役
場　

１
階
会
議
室

　

投
票
日
に
次
の
理
由
で
投
票
所
に

行
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
は
、
期
日

前
投
票
が
で
き
ま
す
。

①
職
務
・
業
務
や
冠
婚
葬
祭
な
ど
の

予
定
が
あ
る
人

②
レ
ジ
ャ
ー
な
ど
の
私
用
で
、
投
票

日
に
投
票
区
域
内
に
い
な
い
人

③
病
気
や
妊
娠
な
ど
の
理
由
で
歩
け

な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
人

④
離
島
な
ど
、
交
通
の
不
便
な
場
所

に
住
ん
で
い
る
人
や
そ
こ
に
滞
在

中
の
人

⑤
引
っ
越
し
な
ど
を
し
て
、
他
の
市

町
に
住
ん
で
い
る
人

◇
期
日
前
投
票
は
、
告
示
日
の
翌
日

（
２
月
７
日（
金
））
か
ら
投
票
で
き

ま
す
。
町
役
場
１
階
会
議
室
で
宣

誓
書
に
期
日
前
投
票
を
行
う
理
由

や
住
所
・
氏
名
・
生
年
月
日
等
を

記
載
し
、
投
票
用
紙
の
交
付
を
受

投 

票 

日　

２
月
23
日（
日
）

投　票　区 投　　票　　所

城 南 　城南公民館

上 田 布 施 　公民館国木分館

竹 尾 　公民館竹尾分館

下 田 布 施 　西田布施公民館

駅 前 　ＪＡ南すおういきいきプラザ

田 布 施 ※田布施第二保育園

東 田 布 施 　東田布施公民館

大 波 野 　大波野中央会館

小 行 司 　公民館小行司分館

麻 郷 　麻郷公民館

麻 郷 奥 　麻郷福祉会館

別 府 　麻里府公民館

馬 島 　馬島集会所

け
、
投
票
箱
へ
直
接
投
票
し
ま
す
。

※
投
票
の
際
は
、
入
場
券
を
ご
持
参

く
だ
さ
い
。

  『
不
在
者
投
票
』

◎
病
院
や
施
設
等
に
入
院
・
入
所
し

て
い
る
人
は
、
そ
の
病
院
等
で
不

在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。
病
院
等

に
よ
っ
て
は
不
在
者
投
票
を
行
わ

な
い
所
も
あ
り
ま
す
の
で
、
入
院

等
し
て
い
る
病
院
等
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
旅
行
や
研
修
等
に
よ
り
他
市
町
村

に
滞
在
し
て
い
る
場
合
、
滞
在
地

の
選
挙
管
理
委
員
会
で
不
在
者
投

票
が
で
き
ま
す
。
そ
の
場
合
、
田
布

施
町
選
挙
管
理
委
員
会
へ
投
票
用

紙
等
の
請
求
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

  『
開
票
所
お
よ
び
開
票
日
時
』

■
開  

票  

所　

　

田
布
施
町
役
場　

１
階
会
議
室

■
開
票
日
時　

　

２
月
23
日（
日
）　

午
後
９
時
か
ら

■投票区と投票所

投
票
時
間　

午
前
７
時
～
午
後
８
時

（
た
だ
し
、
小
行
司
投
票
所
は
午
前
７
時
～
午
後
７
時
、

   

馬
島
投
票
所
は
午
前
７
時
～
午
後
４
時
）

問
選
挙
管
理
委
員
会　

☎
52
‐
５
８
０
２

※田布施投票区は、通常は「田布施第一保育園」ですが、今回は、
となりの「田布施第二保育園」となります。

告 

示 
日　

２
月
６
日（
木
）

山
口
県
知
事
選
挙
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平
成
26
年
１
月
１
日
に
田
布
施

町
内
に
住
所
を
有
す
る
人
は
、
町

県
民
税
の
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
次
の
人
は
申
告
の
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
所
得
税
の
申
告
を
し
た
人

○
前
年
中
の
所
得
が
給
与
所
得
だ

け
で
、
勤
務
先
か
ら
町
へ
給
与

支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
お

り
、
他
に
控
除
の
必
要
の
な
い
人

○
前
年
中
の
所
得
が
公
的
年
金
だ

け
で
、
公
的
年
金
の
支
払
者
か

ら
町
へ
公
的
年
金
支
払
報
告
書

が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
他
に
控

除
の
必
要
が
な
い
人

　

こ
れ
ら
に
該
当
し
な
い
人
は
、

平
成
25
年
１
月
１
日
～
平
成
25
年

12
月
31
日
ま
で
に
生
じ
た
所
得

（
給
与
・
農
業
・
営
業
・
漁
業
・

そ
の
他
）
の
多
少
に
か
か
わ
ら

ず
、
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

町
県
民
税
の
申
告
は
、
左
表
の

日
程
で
受
け
付
け
ま
す
の
で
、
ご

自
分
の
自
治
会
の
申
告
相
談
日

時
・
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、都
合
の
つ
か
な
い
人
は
、

２
月
17
日
（
月
）
か
ら
３
月
17
日

（
月
）
ま
で
に
中
央
公
民
館
２
階

会
議
室
で
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い

（
土
・
日
を
除
く
）。

● 平成 26 年度町県民税申告相談日程
月　日 時　間 申告対象自治会等 申告会場

２／ 24（月）
  9:30 ～11:30 竹尾・大国木・真殿

西田布施
　　公民館13:30 ～15:30 中西・岸田団地・西田布施

矢蔵

２／ 25（火）
  9:30 ～ 11:30

土井の内・塩坪・波野団
地（北・南）・雇用促進
上ゲ・八和田・配原・由免

東田布施
　　公民館

13:30 ～ 15:30 大波野中・大波野上

２／ 26（水）
  9:30 ～ 11:30 宿井・新宿井（１・２）

石の口・吉井・城南・瓜迫 城南公民館
13:30 ～ 16:00 西山・葛岡・川西・大田

２／ 27（木）
  9:30 ～ 11:30 奈良・竹重・三宅

麻郷福祉会館
13:30 ～ 16:00 新川・尾迫

２／ 28（金） 14:00 ～15:00 馬島 馬島集会所
３／３（月） 13:30 ～15:30 郷東・市明 小行司分館

３／４（火）
  9:30 ～ 11:30 助政・井神・地家・蓮輪

浜城・泊団地・麻郷団地 麻郷公民館
13:30 ～16:00 旭・高塔・鳥越・八海

３／５（水）
  9:30 ～ 11:30 戎ケ下・尾津（東・中・西）

見田団地 麻里府公民館
13:30 ～ 15:30 中郷・上組

３／６（木）
  9:30 ～ 11:30 天神・新町・本町・砂田

定井手・瀬戸 中央公民館
２階会議室

13:30 ～16:00 中央南・名倉・石迫・長田

３／７（金）
  9:30 ～ 11:30 波野市・祇園・寿・一本松

長合 中央公民館
２階会議室

13:30 ～16:00 御蔵戸・平田・木地
きじが丘

□
申
告
書
が
届
い
た
人
は
、
必
ず

そ
の「
申
告
書
」

□
印
鑑
（
認
印
可
）
お
よ
び
金
融
機

関
の
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の

□
電
卓
・
ボ
ー
ル
ペ
ン

□
給
与
、
年
金
な
ど
の
あ
る
人
は

「
源
泉
徴
収
票
」

□
営
業
や
不
動
産
な
ど
の
事
業
を

し
て
い
る
人
は
「
平
成
25
年
中

の
収
入
・
支
払
い
の
わ
か
る
収

支
計
算
書
や
領
収
書
な
ど
」

□
医
療
費
控
除
は
「
支
払
っ
た
医
療

費
の
領
収
書
・
保
険
な
ど
で
補

填
さ
れ
る
金
額
の
明
細
書
」

□
生
命
保
険
料
控
除
は
「
生
命
保

険
料
や
個
人
年
金
保
険
料
及
び

介
護
医
療
保
険
料
の
支
払
証
明

書
」

□
地
震
保
険
料
控
除
は
「
支
払
保
険

料
の
証
明
書
」

□
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
は

「
登
記
簿
謄
本
、
住
民
票
の
写

し
、
売
買
契
約
書
、
住
宅
取
得

資
金
の
借
入
金
の
年
末
残
高
証

明
書
な
ど
」

□
国
民
健
康
保
険
税
、
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険
料

を
支
払
っ
て
い
る
人
は
「
保
険

支
払
証
明
書
」

町県民税の申告が始まります

□
国
民
年
金
を
支
払
っ
て
い
る
人

は
「
支
払
証
明
書
ま
た
は
領
収

書
」

□
障
害
の
あ
る
人
や
勤
労
学
生
に

該
当
す
る
人
は「
証
明
す
る
書
類
」

□
65
歳
以
上
の
人
で
障
害
の
程
度

が
障
害
者
に
準
ず
る
も
の
と
し

て
市
町
村
長
の
認
定
を
受
け
て

い
る
人
は
、
健
康
保
険
課
が
発

行
す
る
「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」

※
税
務
課
職
員
の
多
く
は
申
告
会
場

に
出
向
き
ま
す
の
で
、
中
央
公
民

館
２
階
会
議
室
で
は
最
小
限
の
職

員
で
の
対
応
に
な
り
ま
す
。
で
き

る
か
ぎ
り
、
対
象
自
治
会
の
申
告

会
場
で
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
各
申
告
会
場
で
は
、
所
得
税
の

確
定
申
告
も
受
け
付
け
ま
す
が
、

農
業
（
白
色
申
告
）
以
外
の
事
業

所
得
や
不
動
産
所
得
、
譲
渡
所

得
の
あ
る
人
は
税
務
署
で
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

問税務課　☎５２- ５８０４

申告期限　３月 17 日（月）

『
申
告
が
必
要
な
人
』

『
申
告
に
必
要
な
も
の
』

『
役
場
の
申
告
会
場
を

　
　

変
更
し
て
い
ま
す
』

※役場の会場は、山口県知事選挙のため１階会議室から中央公民館

　２階会議室に変更しています。


